
年
金
課
年
金
係

国
民
健
康
保
険

�
遠
隔
地
証
の
発
行
�

家
族
の
方
が
学
校
に
行
く
た
め
、

ほ
か
の
市
町
村
に
住
む
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
り
遠
隔
地
証
を
発
行
し

ま
す
。
保
険
証
、
在
学
（
園
）
証

明
書
を
持
参
の
上
、
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
在
学
し
て
い
る
学
校
の

在
学
証
明
書
を
添
え
て
以
前
に
遠

隔
地
証
の
交
付
申
請
を
し
た
方
で
、

通
常
の
修
学
予
定
期
間
内
の
方
は
、

あ
ら
た
め
て
在
学
証
明
書
を
提
出

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

詳
細

区
役
所
（
１７
�
）
の
保
険

年
金
課

税
金

�
固
定
資
産
価
格
な
ど
の
縦
覧
�

納
税
者
は
自
分
の
資
産
の
課
税

台
帳
を
閲
覧
で
き
る
ほ
か
、
縦
覧

帳
簿
に
よ
り
、
そ
の
価
格
が
適
正

か
ど
う
か
、
ほ
か
と
比
較
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
縦
覧
期
間
中
は
、
借
地

借
家
人
の
方
も
、
借
り
て
い
る
対

象
資
産
（
家
屋
の
場
合
敷
地
も
含

む
）
の
課
税
台
帳
を
閲
覧
し
、
固

定
資
産
税
額
を
確
認
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
賃
貸
契
約
書
な
ど
で

本
人
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
手

数
料
（
土
地
一
筆
、
家
屋
一
戸
、

区
分
所
有
家
屋
の
場
合
専
用
部
分

１
個
ご
と
に
４００
円
）
が
必
要
で
す
。

縦
覧
期
間
４
月
１
日
�
〜
３０
日
�

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）。

縦
覧
場
所
資
産
の
所
在
す
る
区
の

区
役
所
課
税
課
。

縦
覧
で
き
る
方
固
定
資
産
税
の
納

税
者
（
個
人
の
場
合
は
家
族
、
法

人
の
場
合
は
事
業
担
当
者
も
可
）、

委
任
を
受
け
た
方
、
納
税
管
理
人
。

本
人
確
認
で
き
る
も
の
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

詳
細

資
産
の
所
在
す
る
区
の
区

役
所
（
１７
�
）
の
課
税
課

�
納
税
は
お
済
み
で
す
か
�

３
月
は
滞
納
整
理
強
化
月
間
で

す
。
未
納
の
市
税
が
あ
る
方
は
、

至
急
納
め
て
く
だ
さ
い
。
早
期
に

納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
の

あ
る
方
は
、
お
住
ま
い
の
区
の
区

役
所
納
税
課
で
必
ず
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。
納
付
や
相
談
が
な
い
場

合
、
給
与
な
ど
の
財
産
差
し
押
さ

え
を
実
施
し
、
滞
納
市
税
の
解
消

を
強
力
に
進
め
ま
す
。

詳
細

区
役
所
（
１７
�
）
の
納
税

課�
軽
自
動
車
税
の
申
告
�

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
（
賦
課
期
日
）
現
在
、
軽
自
動

車
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
人
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
軽
自
動
車
な
ど
を

取
得
し
た
場
合
は
１５
日
以
内
、
軽

自
動
車
な
ど
の
廃
車
・
売
却
や
転

居
の
場
合
は
、
３０
日
以
内
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
札
幌
地
区
軽
自
動
車
協

会
と
札
幌
運
輸
支
局
は
３
月
中
旬

以
降
混
雑
し
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
４
月
１
日
�
か
ら
軽
自

動
車
税
の
申
告
書
の
様
式
が
変
わ

り
ま
す
。
各
申
告
場
所
に
設
置
し

て
い
る
申
告
書
に
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

申
告
先
原
動
機
付
自
転
車＝

区
役

所
課
税
課
、
市
指
定
の
原
動
機
付

自
転
車
標
識
取
扱
所
。
小
型
特
殊

自
動
車＝

区
役
所
課
税
課
。
軽
自

動
車＝

札
幌
地
区
軽
自
動
車
協
会
。

二
輪
の
小
型
自
動
車＝

札
幌
運
輸

支
局
。

詳
細

区
役
所
（
１７
�
）
の
課
税

課市
民
会
館
食
堂
出
店
者
募
集

市
民
会
館
（
中
央
区
北
１
西

１
）
内
の
食
堂
に
出
店
す
る
事
業

者
を
募
集
し
ま
す
。
詳
し
く
は
３

月
２
日
�
〜
２２
日
�
に
、
市
民
会

館
で
配
布
す
る
募
集
要
項
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

詳
細

市
民
会
館
�（
２４１
）９
１
７

１

そ
の
他

児
童
会
館
臨
時
職
員
の

登
録
者
募
集

募
集
職
種
児
童
会
館
で
の
指
導
員

補
助
業
務
。
若
干
名
。

登
録
期
間
４
月
１
日
�
〜
９
月
３０

日
�
。
採
用
は
代
替
勤
務
発
生
時
。

対
象
保
育
士
や
学
校
教
諭
な
ど
の

資
格
を
お
持
ち
で
、
採
用
時
５９
歳

以
下
の
方
。

申
込
写
真
付
き
の
履
歴
書
を
３
月

１９
日
�
（
必
着
）
ま
で
に
送
付
か

持
参
。
書
類
選
考
後
に
連
絡
し
ま

す
。

申
込
先
・
詳
細

市
青
少
年
女
性
活
動

協
会
（
ち
え
り
あ
内
／
１７
�
）
�

（
６７１
）４
１
２
１

児
童
会
館
館
長
代
行
者
募
集

採
用
期
間
４
月
１
日
�
〜
来
年
３

月
３１
日
�
。

対
象
小
中
学
校
教
諭
経
験
者
で
、

採
用
時
４０
〜
６４
歳
の
方
若
干
名
。

申
込
写
真
付
き
の
履
歴
書
を
３
月

１９
日
�
（
必
着
）
ま
で
に
送
付
。

書
類
選
考
後
に
連
絡
し
ま
す
。

申
込
先
・
詳
細

市
青
少
年
女
性
活
動

協
会
（
ち
え
り
あ
内
／
１７
�
）
�

（
６７１
）４
１
２
１

趣
味
・
教
養

子
供
向
け

レ
ジ
ャ
ー
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

ス
ポ
ー
ツ

暮
ら
し

健

康

健

康

保
険
・
年
金

税
金

そ
の
他

そ
の
他

支払を受けた時期（平成１５年）

４月１日～１２月３１日

非 課 税

課 税

※大口（発行済み株式総数の５％以上保有）は時
期にかかわらず課税になります。

詳細 区役所（１７�）の課税課市民税係

１月１日～３月３１日

課 税

区 分

上場株式などの
少額配当

非上場株式など
の少額配当

国民健康保険料は期限内に
納めましょう

『滞納整理特別強化月間』
実施期間 平成１６年５月まで

★滞納世帯への実態調査の強化

★納付相談・納付指導の実施

★滞納処分の実施

（給与・預貯金などの差し押さえ）

株式の少額配当（５万円以下。ただし、

年１回決算の場合については１０万円以

下）については、これまで市・道民税が

非課税とされていましたが、１６年度（１５

年支払分）からはこの措置が廃止になり

ます。課税については、下記の通りです。

課税の対象となる場合、申告が必要で

す。確定申告をしない方は住民税の申告、

確定申告をする方は確定申告書第２表の

「住民税に関する事項」への記載が必要

です。

少額配当非課税措置が廃止

�…電話 …ファクス ●●Ｅ…Eメール …先着順 …多数時抽選

無料（ただし入館料が必要な施設あり）、直接会場へ

抽
選

先
着

特に記載がないもの

記 号

22000044――��――広広報報ささっっぽぽろろ

お知らせの見方

3333


